
補助事業の内容や応募方法等についてご説明します。ぜひご参加ください。（事前申込）

●日 時：令和６年９月１９日（木）１９時～（１時間程度を予定）
●会 場：おりなす八女 交流室Ａ（八女市本町602-1）

＊参加される場合は、９月１０日（火）までに
右の２次元コードからお申込みいただくか、裏面に記載している
問い合わせ先までお申し込みください。
（団体名、参加代表者名、ご連絡先、参加人数をお伝えください。）
＊個別の事業内容に関するご相談は、裏面に記載している問い合わせ先まで
ご連絡ください。（メールでのお問い合わせにご協力をお願いいたします。）

令和７年度市民との協働によるまちづくり提案事業

まちづくりの提案を募集します！

市民との協働によるまちづくり提案事業とは？
市民団体・ボランティア等の特性を活かした「市民との協働によるまちづくり」を
推進するため、市民の皆さんの自由な発想による提案を募集するものです。
ご応募をお待ちしています！

補助
金額

最大５０万円
＊最大３年まで申請可能です。

募集
期間

令和６年１０月１日（火） ～ １０月２８日（月）
＊令和６年１２月に開催する選考会議で採択団体を決定します。

対象
団体

①八女市の区域内においてまちづくりに関する活動を行っているまたは
行おうとする５人以上で構成する団体
②大学等の５人以上の研究グループ
＊団体の構成員は、八女市民であることを問いません。

対象
事業

基本テーマ

「次世代につなげる持続可能なまちづくりを目指して」

＊基本テーマに基づき、ＳＤＧｓの１７の開発目標のいずれかに沿った事業
＊活動やシンポジウムの開催などは八女市で行う必要があります。

活動
期間

令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日

＊令和７年度中に完了する活動が対象となります。

事前説明会を開催します！

▲こちらから

申込できます。



募集期間中に次のとおり企画提案書を提出してください。

【提 出 先】 八女市役所企画政策課まちづくり推進係 または 各支所地域振興係
【提出方法】 直接持参 または 郵送（当日必着） ※メールでも書類をご提出ください。

【提出書類】 企画提案書ほか

＊提案事業に応募される場合は、事前に「令和７年度市民との協働によるまちづくり提案
事業留意事項」を確認してください。（提出書類もこちらで確認できます。）
＊留意事項や企画提案書などの様式は、八女市HPからダウンロードできます。
【八女市HPアドレス】
https://www.city.yame.fukuoka.jp/soshiki/3/3/km/shimin_kyoudou/10062.html

＊事前のご相談、早めのご提出をお願いします。

八女市役所 企画部 企画政策課 まちづくり推進係
住 所：〒834－8585 八女市本町647
T E L：0943－24－9452 F A X：0943－24－9221
E-mail：machizukuri@city.yame.lg.jp

活動分野 活動目的 活動の具体的事例
※下記の事例の他にも対象となる場合があります。

文化・芸術
文化財・伝統文化 伝統文化の継承、史跡・遺産の保護、民俗・風俗の復興

文化芸術活動 上演・展示活動、チャリティ活動、市民劇団づくり、
趣味・資格取得講座、ものづくり活動

安全・安心
交通安全・防犯 交通安全運動、防犯・悪徳商法対策、危険個所対策

消防・防災 火災予防運動、防災啓発活動、避難訓練

青 少 年 青少年健全育成 非行・いじめ・不登校対策、あいさつ運動、ボランテ
ィア活動、野外体験活動

福 祉
高齢者・障がい者 自立支援、社会参加、生きがい対策、介護サービス、

巡回・安否確認制度、団塊の世代対策

子育て支援 育児・子育て支援活動、父親・母親教室

健 康 健康増進 メタボ対策、生活習慣病予防、スポーツ教室、自殺対策

環 境

美化活動 ごみ回収・清掃活動、不法投棄対策

エコ活動 ごみ減量・リサイクル活動、地球環境問題対策

自然保護 里山保全、景観保全、植栽活動、ビオトープ

生活環境 水質浄化、ペットマナー向上

地域活性化

地域振興 地域資源の発掘・活用、都市との交流、国際交流、空
き家対策、農家体験・農家民宿

産業振興 森林保全、耕作放棄地対策、後継者育成、特産品振興、
新商品開発、地域資源の活用

人材育成 地域づくり講習会、指導者育成講座、市民団体・ボラン
ティア団体育成セミナー、ＮＰＯ法人化推進

人 権 人権啓発 人権啓発、男女共同参画推進、差別解消、学習会活動

対 象 と な る 活 動 事 例

応 募 方 法

問 い 合 わ せ ・ 資 料 請 求 先

▲様式はこちら


